
計画書 変更計画書 実施状況報告書

kl

台

～

【
設
備
更
新
等
】

％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％

3165

原
単
位
算
定
排
出
量
等

（令和4）年度 （令和5）年度 （令和6）年度 （令和7）年度 （令和8）年度
基準年度
（令和2）年

度

前年度
（令和4）年

度

目標年度
（令和8）年

度

排出の状況及び目標 排出量等の実績

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等

排　　出　　量

削減率・増減率
(基準年度比)

差引後排出量

削減率・増減率
(基準年度比)

原単位の考え方 各事業所で原単位が異なるため設定せず。

△ 100.0 △ 100.0

①－②
差引後排出量

5,633 5,075 5,464 5,046 5,586 5,174

△ 8.1△ 0.8
削減率・増減率
(基準年度比)

△ 3.0 △ 10.4

その他知事が認
めるもの

グリーン電力証書等

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

森林整備等

△ 8.1 △ 100.0 △ 100.0

②補完的手段によ
る削減量

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 3.0 △ 10.4 △ 0.8

1,711 2,093 2,209 1,973 1,726

電気 3,475 3,364 3,371 2,836

住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、
主たる事務所の所在地)

熊本県玉名市岱明町野口２１２９番地

氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、
名称及び代表者の氏名)

有明広域行政事務組合　代表理事　浅田　敏彦

区　　　　　　　　　　　　分

前年度の原油換算
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

県内登録の
自動車数

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
１号該当特定事業者（大規模エネルギー使用事業者）

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
２号該当特定事業者（自動車運送事業者）

事 業 概 要 地方公務

該 当 す る 事 業 者 要 件

年度

温室効果ガスの排出の
抑制を図るため実施しよ
う と す る 措 置 の 内 容

【設備更新等】
・ごみ処理施設の大規模改修工事の実施
　令和５年度より実施しており、エネルギー使用の合理化を図る。
【その他の措置】
・照明設備
　不要な照明のカット、こまめな消灯、間引き照明の設置。
・エアコン設備
　基準温度（冷房28℃、暖房20℃）での運転。

年　度　区　分

①排出量 5,633 5,075 5,464 5,046 5,586 5,174

特定事業者以外の事業者

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
基 本 方 針

令和４年度に策定した組合の第５期「地球温暖化対策実行計画」により地球温暖化対
策を実行する。

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
推 進 体 制

組合に「地球温暖化対策推進委員会」を設置し、抑制の推進を図る。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ名称

適用範囲
取得

年月日

計 画 期 間 令和４ 年度 令和８

3,612 3,448

燃料及び熱 2,158
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【

備考 1 □のある欄には、該当する□内に「レ印」を記入してください。
2 「計画期間」は、提出する日の属する年度以降５か年度以内の期間を設定してください。
3

4

5

6

7

「基準年度」とは、原則、熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づく地球温暖化対策推進計画の基準
年度としますが、事業者が定める地球温暖化対策に係る計画において別に定める基準年度がある場合は当
該年度を基準年度とすることができます。「前年度」とは、計画期間の前年度とします。また、「目標年度」とは、
計画期間の最終年度をいいます。

原単位による目標を設定する場合は、「原単位算定排出量等」欄に記入してください。
「原単位の考え方」欄には、温室効果ガス排出量の抑制に係る取組等が適正に反映されると考えられる指標
（生産数量、延べ床面積等）や設定に係る考え方等を記入してください。
「特記事項」欄には、過去の温室効果ガス排出削減に係る実績や地球温暖化防止に寄与する技術又は商品
の開発等の取組があれば、記入してください。

特記事項

各 年 度 の
措 置 の 実
施 状 況 及
び 計 画 の
進 捗 又 は
達 成 の 状
況 等

1年目
（令和4）年

度

【設備更新等】

【その他の措置】
・照明設備
　不要な照明のカット、こまめな消灯、間引き照明の設置。
・エアコン設備
　基準温度（冷房28℃、暖房20℃）での運転。
【計画の進捗状況等】

２年目
（令和5）年

度

【設備更新等】
・ごみ処理施設の大規模改修工事の実施
【その他の措置】
・照明設備
　不要な照明のカット、こまめな消灯、間引き照明の設置。
・エアコン設備
　基準温度（冷房28℃、暖房20℃）での運転。
【計画の進捗状況等】

３年目
（令和6）年

度

【設備更新等】
・ごみ処理施設の大規模改修工事の実施
【その他の措置】
・照明設備
　不要な照明のカット、こまめな消灯、間引き照明の設置。
・エアコン設備
　基準温度（冷房28℃、暖房20℃）での運転。
【計画の進捗状況等】

４年目
（令和7）年

度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

５年目
（令和8）年

度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

温室効果ガス算定排出量の対象とする温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素と
し、その単位はｔ－CO2とします。
事業活動温暖化対策計画書を提出する場合は、「排出量等の実績」欄及び「各年度の措置の実施状況及び
計画の進捗又は達成の状況等」欄は記入不要です。


